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は じ め に 

 

人事院は、公務の民主的かつ能率的な運営を国民に対し保障するという国

家公務員法の基本理念の下、人事行政の公正の確保と職員の利益の保護等

を使命としています。 

当事務局は、全国に９箇所ある地方事務局（所）の一つとして、徳島県、

香川県、愛媛県、高知県の４県を管轄区域とし、国家公務員採用試験、各機

関の職員を対象とした研修、任用・給与・服務・勤務時間・休暇などに関す

る指導、各機関との意見交換、職員団体との会見等の業務を行っています。 

この業務年報は、当事務局が令和３年度において実施した業務の概要を取

りまとめたものです。人事関係業務の参考としていただければ幸いに存じ

ます。 

当事務局業務の運営に対する皆様の御理解と御協力に感謝いたしますと

ともに、今後とも一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

    令和４年４月 

 

                 人事院四国事務局長 

  安 藤 昭 一 

 



 
 
  
 

四国管内の概況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

１ 試 験・任 用 

（１）採用試験の実施  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

（２）中途採用者選考試験（就職氷河期世代）の実施  ・・・・・・・  ２ 

（３）人材確保・啓発活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

（４）大学懇談会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

（５）官庁合同業務説明会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

（６）採用候補者名簿からの採用  ・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

（７）他名簿からの採用  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（８）任用状況調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（９）任用に関する調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（10）任用担当官会議  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

２ 研 修 

（１）役職段階別研修  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

（２）幹部行政官セミナー  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

（３）テーマ別研修  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

（４）指導者養成研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

３ 給 与 

（１）国家公務員給与等実態調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

（２）職種別民間給与実態調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

（３）人事院勧告等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

（４）給与簿監査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

（５）給与実務担当者研修会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

４ 生涯設計 

（１）生涯設計セミナー４０  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

（２）生涯設計セミナー５０  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

５ 服務・倫理 

（１）服務・懲戒制度説明会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

（２）公務員倫理制度説明会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

６ 勤務時間・休暇 

（１）勤務時間・休暇制度等説明会  ・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

（２）勤務時間・休暇制度等運用状況調査  ・・・・・・・・・・・・ １５ 

（３）民間企業の勤務条件制度等調査  ・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

７ 健康安全・福祉  

（１）安全対策会議  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

（２）健康安全管理担当者研修  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

（３）心の健康づくりの研修(健康管理者等)  ・・・・・・・・・・・ １６ 

目   次 



 

（４）こころの健康相談室  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

（５）こころの健康にかかる職場復帰相談室  ・・・・・・・・・・・ １６ 

（６）仕事と育児・介護の両立支援制度説明会  ・・・・・・・・・・ １７ 

（７）ハラスメント相談員セミナー  ・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

（８）ハラスメント防止対策担当者会議  ・・・・・・・・・・・・・ １７ 

（９）健康安全管理状況監査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

８ 災害補償 

（１）災害補償制度説明会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

（２）災害補償実施状況監査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

９ 職員団体 

（１）職員団体の登録  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

（２）職員団体制度説明会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

（３）職員団体との会見  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

１０ 公平審査 

（１）不利益処分についての審査請求  ・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

（２）勤務条件に関する行政措置の要求  ・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

（３）災害補償の実施に関する審査の申立て及び 

  福祉事業の運営に関する措置の申立て  ・・・・・・・・・・・・ ２１ 

（４）給与の決定に関する審査の申立て  ・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

（５）苦情の申出、相談  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

（６）苦情相談に関する管区機関等連絡会議  ・・・・・・・・・・・ ２２ 

（７）苦情相談担当官研修  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

１１ 女性の採用・登用の拡大 

（１）女性職員研修  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

（２）女性職員登用推進セミナー  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

１２ 人事院総裁賞及び各方面との意見交換等 

（１）人事院総裁賞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

（２）企業経営者等との意見交換  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

（３）公務員問題懇話会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

１３ その他 
（１）人事担当課長会議  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

（２）各機関等からの陳情  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 
 

 

（試験関係資料） 

別表１ ２０２１年度国家公務員採用試験の実施状況  ・・・・ ２６ 

別表２ ２０２１年度国家公務員採用総合職試験・ 

一般職試験における試験の区分別実施結果（管内）  ・・ ２７ 

   別表３ ２０２１年度国家公務員障害者選考試験の実施状況 ・・ ２７ 

 

 



 

 

（任用関係資料）   

   別表４ 管内の採用候補者名簿からの採用状況 

（令和４年３月３１日現在）  ・・・・・・・・・・・・・  ２８ 

    

別表５ 管内の一般職国家公務員（給与法職員、任期付職員） 

の府省別在職者数  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

別表６ 管内の一般職国家公務員（給与法職員、任期付職員）  

の俸給表別在職者数  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 



１  四国管内指標・一般職国家公務員数

１８，８０３ K㎡ (5.0％) K㎡

３，６９７ 千人 (2.9％) 千人

８，７３７ 人 (3.1％)  人

給 与 法 職 員 ８，６４３ 人 (3.2％)  人

任 期 付 職 員 ５ 人 (0.3％)  人

任 期 付 研 究 員 ０ 人 (0.0％)  人

検 察 官 ８９ 人 (3.2％)  人

２　給与法職員の職種別在職者数

 ※１　国土地理院「全国都道府県市町村別面積調（令和４年１月１日時点）」による。
 ※２　総務省統計局「人口推計（令和２年10月1日現在）」による。
 ※３　人事院「一般職の国家公務員の任用状況調査（令和３年1月15日現在）」（行政執行法人職員
　　 を除く。）による。

全　　国

人　　　　　　口　※２ １２６，１４６

四国管内の概況

 【管内】

項　　　目

面　　　　　　積　※１

一般職国家公務員　※３

（注）構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が計と一致しない場合がある。

２，８０８

２７４，０８６

２７８，５９５

１０９

 【全国】

管　内　（対全国比）

３７７，９７４

１，５９２

海事職 23人
(0.3%)

行政職
156,941人
(57.3%)

専門行政職
8,124人(3.0%)

税務職
53,561人

(19.5%)

公安職
48,395人
(17.7%)

給与法職員
274,086人
(100.0%)

給与法職員
8,643人
(100.0%)

福祉職 270人(0.1%)

指定職 1,001人(0.4%)

医療職 3,285人(1.2%)

研究職 1,477人
(0.5%)

教育職 172人
(0.1%)

海事職 605人
(0.2%)

行政職
4,701人
(54.4%)

専門行政職
129人(1.5%)

税務職
1,508人

(17.4%)

公安職
2,138人

(24.7%)

医療職 136人
(1.6%)

福祉職 2人
(0.0%)

指定職 6人
(0.1%) 専門スタッフ職 255人(0.1%)
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１ 試験・任用 
 

職員の任用は、受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行うものとされ

ています。この成績主義の原則に基づき、職員の採用は公開平等の競争試験によることを

原則とし、人事管理においても、人事評価の評価結果が活用されています。 

人事院では、総合職試験、一般職試験、専門職試験、経験者採用試験及び中途採用者選

考試験（就職氷河期世代）を実施しました。 

総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）、一般職試験（大卒程度試験）及び一般職試

験（高卒者試験・社会人試験（係員級）)は、主として各府省の係員を採用する試験であり、

専門職試験は、特定の行政分野に係る専門的知識を有する係員を採用する試験です。経験

者採用試験は、民間企業等における有為な勤務経験等を有する者を係長以上の官職へ採用

する試験です。中途採用者選考試験（就職氷河期世代）は、各府省の定型的な事務等をそ

の職務とする係員を採用する試験です。 

また、各府省における任用制度の適正な運用を図るための調査、必要な指導等を行って

います。 

 

(1) 採用試験の実施  

人事院では、２０２１年度において、大学卒業程度以上の試験として総合職試験（院

卒者試験・大卒程度試験）、一般職試験（大卒程度試験）など１１種類１３回、高校卒

業程度の試験として一般職試験（高卒者試験）及び一般職試験（社会人試験（係員級））

など１０種類１１回及び経験者採用試験８種類の計２９種類３２回の試験を実施しまし

た。 

  当事務局における試験地の設定のない専門職試験を含めた各採用試験の実施状況は、

別表１（P26）のとおりです。 

また、四国管内の総合職試験、一般職試験（大卒程度試験）、一般職試験（高卒者試

験）及び一般職試験（社会人試験(係員級)）の試験の区分別実施結果は、別表２（P27）

のとおりです。 

 

(2) 中途採用者選考試験（就職氷河期世代）の実施   

人事院は「就職氷河期世代支援に関する行動計画２０１９（令和元年１２月２３日就

職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議決定）」における取組の１つとして、中

途採用者選考試験（就職氷河期世代）を１０月３１日に実施しました。四国管内の試験

の実施結果は、別表３（P27）のとおりです。 

 

(3) 人材確保・啓発活動  

当事務局では、公務に多様な有為の人材を確保するため、大学、短期大学、地方自治

体等に対して採用試験の概要等についての周知、広報を依頼し、また、学生等に対して

採用試験や業務内容等を周知する人材確保・啓発活動を次のとおり実施しました。 
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①  国家公務員しごと発見ガイダンス 

多種多様な国家公務員の業務を紹介することで、参加者が、進路選択における自身

の興味・関心の在りかを知る「きっかけ」となることを目的として、「国家公務員し

ごと発見ガイダンス」を開催しました。 

本イベントでは、例年参加機関を４グループに分け、グループごとにパネルトーク

を行っています。グループ分けは各参加機関の業務の特性に応じて行い、それぞれの

グループの特性を表すテーマを設けることで、参加機関の特色を分かりやすく紹介し

ました。 

  

開催日 会 場 参加機関数 延べ参加人数 

令和３年１１月２６日 

令和３年１２月 ９日 
徳島県教育会館 ２６機関 

対面      ４人 

 オンライン  ３０人 

令和３年１２月 ８日 

令和３年１２月１５日 

香川大学 

幸町キャンパス 
２６機関 

対面      ６人 

 オンライン  ５３人 

令和３年１２月２２日 

令和３年１２月２３日 

愛媛県 

県民文化会館 
２６機関 

対面     ２１人 

 オンライン  ９１人 

令和３年１２月 １日 

令和４年 １月１２日 

高知県立 

県民文化ホール 
２５機関 

対面     １０人 

 オンライン  ３０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国家公務員しごと発見ガイダンスの様子】 

 

②  将来の進路選択特別講演 

管内の高校生に対して、大学卒業後の将来の職業選択の一助として、国家公務員の

業務内容や魅力について講演し、国家公務員の仕事と役割について理解と関心を深め

てもらうことを目的として、「将来の進路選択特別講演」を例年実施していますが、
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令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、開催を中止しま

した。 

 

③  採用試験制度説明会 

以下の大学で、採用試験の制度及び概要について説明を行いました。 

 

開催日 会 場 参加者数 実施形式 

令和４年１月２０日 
徳島文理大学 

香川キャンパス 
約１１０人 1 人 対面 

１月２６日 鳴門教育大学 ２人 1 人 オンライン 

２月 １日 高知大学 ４７人 オンライン 

２月 ８日 四国大学 ５人 1 人 オンライン 

２月１６日 香川大学 ３３人 1 人    対面・オンライン 

２月１６日 四国学院大学 １人 1 人 対面 

３月 ７日 
徳島文理大学 

徳島キャンパス 
２人 1 人 オンライン 

３月 ７日 徳島大学 １１人 1 人 オンライン 

３月１４日 松山大学 １８人 1 人 オンライン 

３月１６日 愛媛大学 １８人 1 人 オンライン 

 

④  四国官庁ＯＰＥＮゼミ 

就職を考えている学生等を対象に、国家公務員の仕事の魅力や勤務の実情等への理

解を深め、国家公務員として働くことへの関心を高めてもらうことを目的に、徳島市、

高松市、松山市及び高知市の官署が職場を開放し、業務説明や意見交換を行う「四国

官庁ＯＰＥＮゼミ」を開催しました。 

 

開催日 開催地 開催機関数 延べ参加者数 実施形式 

令和４年３月 ８日 

令和４年３～１０日 

徳島市 ２７機関 ０３４人 
対面 

・ 

オンライン 

高松市 ２７機関 ７３９人 

松山市 ２７機関 １７６人 

高知市 ２７機関 ０７１人 
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【四国官庁ＯＰＥＮゼミの様子】 

 

当事務局では、これらに加え、大学等が独自に開催する業界研究セミナー等にも積極

的に参加し、学生等に対するＰＲに努めました。 

 

(4) 大学懇談会  

人事院と大学との間で採用試験及び公務への人材確保の在り方等について定例的な意

見交換の場を設けることにより、これらに関する大学側の問題意識や要望等を適切に把

握し、優秀かつ多様な人材の確保に向けて施策に反映させるとともに、必要な情報提供

を行うことによって大学との連携を図ることを目的として、管内主要大学の就職担当課

長等と意見交換を行いました。 

 

開催日 参加者数 実施形式 

１１月１２日 ５大学 ５人 オンライン 

 

(5) 官庁合同業務説明会  

一般職試験（大卒程度試験）の第 1 次試験合格者を対象として、公務に対する理解を

深め、官庁選択の参考に資するため、各官庁が個別ブースに分かれ、業務内容や採用予

定について説明するとともに、参加者の質問、疑問に対応する「官庁合同業務説明会」

を開催しました。 

 
(6) 採用候補者名簿からの採用  

一般職試験（大卒程度試験）の「行政四国地域」、一般職試験（高卒者試験）の「事

務四国地域」及び「技術四国地域」、一般職試験（社会人試験（係員級））の「事務四

国地域」、「技術四国地域」、税務職員採用試験の「税務四国地域」並びに刑務官採用

開催日 会 場 参加機関数 参加者数 実施形式 

７月８日 高松シンボルタワー  ２３機関 ２９０人 対面 
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試験の「刑務Ａ四国地域」、「刑務Ｂ四国地域」、「刑務Ａ（社会人）四国地域」、「刑

務Ｂ（社会人）四国地域」、「刑務Ａ（武道）四国地域」及び「刑務Ｂ（武道）四国地

域」の試験については、採用試験ごとに最終合格者の氏名を得点順に記載した採用候補

者名簿を当事務局が作成し管理しています。なお、２０２１年度の一般職試験（社会人

試験（係員級））の「事務四国地域」、「技術四国地域」は採用予定がないため採用試

験を実施していないことから採用候補者名簿を作成していません。 

当事務局が２０２１年度に作成した採用候補者名簿からの採用等の状況は、別表４（P

28）のとおりです。 

 

(7) 他名簿からの採用  

補充しようとする官職に係る採用候補者名簿がない場合又は当該官職に係る採用候補

者名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が５人に満たない場合に

は、人事院が定める基準に従い、他の採用候補者名簿に記載されている者の中から面接

を行い、その結果を考慮して採用することができます。 

四国管内では、２０２１年度に、２０２０年度刑務官採用試験「刑務Ａ九州地域」、

「刑務Ａ（社会人）九州地域」及び「刑務Ａ（武道）九州地域」の採用候補者名簿に記

載されている者各１名が、「刑務Ａ四国地域」、「刑務Ａ（社会人）四国地域」及び「刑

務Ａ（武道）四国地域」の採用候補者名簿の対象となる官職にそれぞれ採用されました。 

 

(8) 任用状況調査  

一般職国家公務員の任用実態を把握するため、毎年、全機関の職員の在職状況を調査

しています。 

四国管内の一般職国家公務員（検察官を除く。）の在職状況は、別表５・別表６(P28)

のとおりです。 

 

(9) 任用に関する調査   

任用関係法規の運用状況を調査し、必要に応じて指導、助言を行い、制度の適正な運

用を確保するとともに、併せて、職員の任免、分限等の実態を調査し、これらに関する

現行諸制度についての意見聴取することによって、今後の任用制度及び運用の改善に資

することを目的として、任用に関する調査を実施しています。 
令和３年度は、四国管内の５機関に対して調査を実施しました。 

 

(10) 任用担当官会議  

令和３年度の採用事務のスケジュールや手続を各機関の採用担当者に対して周知する

とともに、啓発・人材確保活動についての意見交換を行いました。 

 

開催日 会 場 参加機関数 実施形式 

６月４日 高松サンポート合同庁舎  ３１機関 ４７人  対面・オンライン 
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２ 研 修 
 

人事院は、国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育

成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点から研

修を実施することとされています。人事院が実施している研修は、各府省横断的に行うこ

とにより相互の信頼関係や国家公務員としての一体感を培う点を特徴としています。 

当事務局では、四国管内の各機関の職員を対象とした地方機関職員研修として、役職段

階別研修、幹部行政官セミナー、テーマ別研修、指導者養成研修を実施しています。 

令和３年度は、１０種類の研修を実施し修了者数は計３３４人となっています。 

なお、指導者養成研修については、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止

しましたが、他の研修については、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底する

とともに、一部オンラインを活用して実施しました。 

 
(1) 役職段階別研修 

役職段階ごとに必要な知識、技能等を付与し、それぞれに求められる能力、識見等を

向上させ、国民全体の奉仕者としての意識の徹底を図るとともに、研修員相互の理解と

信頼を深めることを目的として、次の研修を実施しました。 

 
 

 

 

 

 

研修名
（対象）

実施時期
(研修日数)

修了者数 内容

令和３年度四国地区
新採用職員研修

４月８日～９日
　（２日）

８２人
（※一部の受講者は

　　オンライン受講）

・全体の奉仕者として
・公務職場における応接とマナー
・公務員制度
　～任免、人事評価、勤務時間・休暇・育児休業等、給与～
・公務員として守るべきこと
　～服務・倫理、ハラスメント防止～
・公務職場における心の健康管理

第４７回四国地区
係長研修

６月２日～３日
　（２日）

２６人

・職場で抱える課題の共有
・コミュニケーション力向上のためのアンガーマネジメント
・部下指導力向上研修
　～強いキャリア、チーム、そして、マイブランドを創ろう～

第３５回四国地区
管理監督者研修
（課長又は課長補佐）

１１月１８日～１９日
　（１．５日）

３５人
うち地方公務員３人

　　民間企業社員６人

・職場のハラスメント対策
・これからの管理者に求められるマネジメントスキル
　～働き方を考える、キャリアプランとライフプラン～
　～部下育成・指導力、組織マネジメント～

第４９回四国地区
中堅係員研修

１２月８日～９日
　（２日）

３６人

・職場で抱える課題の共有
・メンタルヘルスのすすめ
・フォロワーシップの考え方
・タイムマネジメントと仕事の効率化
・キャリア&モチベーション
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(2) 幹部行政官セミナー 
管区機関の長等を対象に、これからの行政及び行政官の在り方等を基本に立ち返って

考察することを目的として幹部行政官セミナーを実施しました。 
講師に株式会社四国水族館開発代表取締役 流石学 氏をお招きし、「四国の地域振興

のために ～四国水族館の開館から四国４県が一体になる日を夢見て～」をテーマに講

演をいただいた後、講師を交えた意見交換を行いました。 

 

 

(3) テーマ別研修 
特定のテーマごとに、次の研修を実施しました。 

 
 

(4) 指導者養成研修 
各機関において適正・効果的な研修が実施されるよう支援するため、各機関の研修指

導者及び指導予定者を対象に、指導者として必要な技法等を習得させることを目的とし

て実施していますが、令和３年度は「公務員倫理を考える」（ＪＫＥＴ）指導者養成コ

ースについて、新型コロナウイルス感染症の影響により、十分な研修効果が期待できる

参加者数に満たなかったため、開催を中止しました。 
 

研修名 実施時期 修了者数 内容

令和３年度四国地区
幹部行政官セミナー

１２月２０日
（２時間１０分）

１８人
・四国の地域振興のために
　～四国水族館の開館から
　　 四国４県が一体になる日を夢見て～

研修名
実施時期
(研修日数)

修了者数 内容

令和３年度四国地区
評価・育成能力向上研修
《ロールプレイ編》

　
①１０月２１日
②１０月２２日
（各０．５日）

①１８人
②１４人

（※オンライン受講）

・目標設定と期首面談（実習とロールプレイ）
・期中における留意点（ロールプレイ）
・評価と期末面談（実習とロールプレイ）

第６回四国地区
マネジメント研修

１１月２日
　（１日）

３０人

・研修のねらいアイスブレーク
・第一線のリーダーの任務
・ビジョンと目標設定をマネジメントに活かす
・計画と実施、仕事の改善を考える
・マネジメントに関する事例研究
・リーダーシップの働き
・メンバーのモチベーションを高める
・全体総括

令和３年度四国地区
女性職員登用推進セミナー

１１月１８日
（０．５日）

３６人
うち地方公務員３人

　　民間企業社員６人

・女性職員の登用拡大に向けての課題と改善策

令和３年度四国地区
幹部・管理職員ハラスメント
防止研修

令和４年２月９日
（０．５日）

２１人
（※オンライン受講）

・制度説明
・起こさない起こさせない！職場のハラスメント防止対策

令和３年度四国地区
女性職員研修

２月１４日～１５日

（１．５日）
１８人

うち地方公務員１人

・キャリアデザイン
　～キャリアの棚卸しとこれからの働き方～
・先輩女性職員の体験談
・部下育成のためのリーダーシップとコーチング
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【研修風景】 

○新採用職員研修                   ○係長研修 
【公務職場における応接とマナー】          【部下指導力向上研修】 

            
 
○管理監督者研修              ○中堅係員研修 
【これからの管理者に求められるマネジメントスキル】       【職場で抱える課題の共有】 

            
 
○幹部行政官セミナー           ○マネジメント研修 

【講演】                  【アイスブレーク】 
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３ 給  与 
 

国家公務員の給与は、国家公務員法上、法律に基づき定めることとされ、社会一般の情

勢に適応するよう国会により随時変更することができます。その変更に関しては、人事院

は勧告を怠ってはならないとされています。 

このため、人事院は、俸給表が適当であるかどうかについて、毎年少なくとも１回、国

会及び内閣に同時に報告しなければならないとされており、その際、給与を決定する諸条

件の変化に応じて適当な勧告をする義務を負っています。 

この勧告制度は、国家公務員の労働基本権制約の代償措置として設けられているもので

す。 

また、人事院は、給与制度の実施の責めに任じることとされており、所要の規則の制定、

給与の支払いの監理等を行っています。 

当事務局では、勧告の基礎資料となる「職種別民間給与実態調査」を実施するとともに、

給与制度の周知徹底と適正な運用を確保するための研修会の開催、給与簿監査の実施及び

制度照会回答等の日常業務を通じて各機関における給与実務の指導を行っています。 

 
(1) 国家公務員給与等実態調査  

人事院では、民間給与との比較のための基礎となる国家公務員の給与の状況を把握す

るため、各府省の協力を得て｢国家公務員給与等実態調査｣を実施しています。 

 
(2) 職種別民間給与実態調査  

人事院では、国家公務員の給与と民間企業従業員の給与との精確な比較を行うための

基礎資料を得ることを目的として、企業規模５０人以上、かつ、事業所規模５０人以上

の民間の事業所のうちから、層化無作為抽出法によって抽出した約１１，８００事業所

を対象に、「令和３年職種別民間給与実態調査」を全国都道府県人事委員会等と共同し

て実施しています。 

令和３年における全国の調査対象事業所数は、昨年同様、新型コロナウイルス感染症

に対処する医療現場の厳しい環境に鑑み、病院は調査対象から除外することとし、その

うち当事務局では、２４事業所を担当し調査を実施しました。 

調査は、４月２６日から６月２２日までの期間で実地調査にて実施しました。 

 

(3) 人事院勧告等  

人事院は、令和３年８月１０日、国会と内閣に対し、一般職の職員の給与等について

報告し、官民の給与較差に基づく給与の改定について勧告を行いました。 

この勧告の取扱いについては、令和３年１１月２４日、第３回給与関係閣僚会議にお

いて、勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げる改定を行うものとし、令和３年度の

引き下げに相当する額については、令和４年６月の期末手当を減額することにより調整

を行うことが適当とされ、その後の閣議において決定されました。 
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当事務局では、この勧告及び報告の趣旨、内容の周知を図るため、各機関及び職員団

体を対象として説明会を開催しています。令和３年は職員団体を対象とした説明会を新

型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底するとともにオンラインを活用して開催

しました。なお、各機関に対しては人事院本院においてオンラインを活用した説明会を

開催しました。 

 

 
 (4) 給与簿監査  

人事院は、国家公務員法第６９条に基づき、職員の給与が法律、人事院規則等に適合

して行われることを確保することを目的に、給与簿の検査を行うとともに、不当事項等

を発見したときには、その是正の指示その他必要な指導を行う給与簿監査を実施してい

ます。 

令和３年度は、四国管内の３６機関に対して給与簿監査を実施しました、 

監査結果、俸給決定、諸手当の認定、給与の支給において、一部に法規の理解不足等

に起因する誤りが認められたため、その是正の指示及びその他必要な指導を行いました。 

 
(5) 給与実務担当者研修会  

給与事務の適正な運用を確保するため、各機関の担当者に対して、俸給決定、諸手当

の認定及び給与の支給事務についての研修会を開催しました。 

令和３年度における給与事務初任者研修会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響を考慮し、原則、オンラインにより実施し、オンライン受講ができない機関につ

いて、対面により実施しました。 

なお、給与事例等研修会については、全てオンラインにより実施しました。 

 

 

 

 

給与勧告のポイント（８月１０日勧告・報告） 

月例給の改定なし 

 民間給与との較差（△0.00%）が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が

困難であることから、月例給の改定は行わない。 

ボーナスを引下げ（△0.15 月分） 

 民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映 

説明会名 開 催 日 会  場 参 加 者 

人事院勧告説明会 ８月１１日 高松サンポート合同庁舎 職員団体  ５団体５人 
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《給与実務初任者等研修会》対象：給与実務経験が１年未満の者 

実施方式 内  容 開 催 日 会  場 参 加 者 

講義形式 

（原則オンライン） 

・諸手当 

・給与の支給 
７月１４日、１５日 

高松サンポート 

合同庁舎 

５１機関 ８８人  

・俸給決定 ９月１４日、１５日 ３８機関 ６３人  

 

《給与事例等研修会》対象：給与実務経験が１年以上の者 

実施方式 内  容 開 催 日 参 加 者 

講義形式 ・俸給決定 
令和４年 

２月２２日 
１４機関 １４人 

グループ討議形式 

（オンライン） 

・諸手当 

・給与の支給 
２月２４日、２５日 １４機関 １６人 
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４ 生涯設計 
 

人事院では、本格的な高齢社会の進展に対応し、再任用制度の円滑な実施や、職員の退

職後の生涯設計に必要な情報の提供等の施策を進めています。 

当事務局では、この施策の一環として、生涯設計セミナー４０及び生涯設計セミナー５

０を開催しています。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮

し、オンラインにより開催しました。 

 

(1) 生涯設計セミナー４０ 

職業生活及び人生の折返し点となる４０歳台半ばの職員に対し、職員が早い時期に自

らの将来の目標を明確にした生涯設計（ライフプラン）を考える機会を提供し、職業キ

ャリア、家庭経済及び健康管理に関する知識や情報を付与することにより、今後の職業

生活及び個人生活の両面において疑問や不安の解消を図り、やりがいを持って職務に精

励できる環境を整備することを目的として、四国管内の各機関の職員を対象に「生涯設

計セミナー４０」を開催しました。 

 

開 催 日 開 催 方 式 参 加 者 

１２月３日 オンライン ７機関 ７人 

 

(2) 生涯設計セミナー５０ 

定年を控えた職員に対し、定年後の生活設計の必要性、再任用制度や公的年金制度な

どの知識や情報を付与するとともに、生涯設計を考える機会を提供することにより、定

年後の生活への疑問や不安の解消を図り、職務に専念させることを目的として、四国管

内の各機関の職員を対象に「生涯設計セミナー５０」を開催しました。 

 

開 催 日 開 催 方 式 参 加 者 

令和４年２月２日・３日 オンライン １６機関 １７人 
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５ 服務・倫理 
 

職員は、国家公務員法第９６条第 1 項の規定により、国民全体の奉仕者として公共の利

益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければ

ならないとされています。 

この趣旨を具体的に実現するため、職員には、職務上知り得た秘密を守る義務、信用失

墜行為の禁止、政治的行為の制限、私企業からの隔離などの服務上の制約が課せられると

ともに、これら服務義務に違反が生じた場合の対応として懲戒制度が設けられています。 

また、国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るため、国家公務員倫理法及び国家公務

員倫理規程において、倫理保持のためのルールが定められています。 

当事務局では、服務、倫理制度の適正な運用等を図るため、各機関の担当者に対する説

明会を開催するとともに制度照会等を通じて指導等を行っています。 

 

(1) 服務・懲戒制度説明会  

服務・懲戒制度の趣旨の徹底とその適正な運用等を図るため、各機関の担当者を対象と

して説明会を開催していますが、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響を考慮し、制度説明資料等を送付しての書面開催としました。 

 

(2) 公務員倫理制度説明会  

公務員倫理制度の趣旨の徹底とその適正な運用等を図るため、各機関の担当者を対象と

して説明会を開催していますが、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響を考慮し、制度説明資料等を送付しての書面開催としました。 
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６ 勤務時間・休暇  
 

職員の勤務時間、休暇等は、給与と同様に職員の基本的な勤務条件であり、国家公務員

法第２８条の情勢適応の原則の適用を受けて、法律、人事院規則等で具体的な内容が定め

られています。 

当事務局では、勤務時間及び休暇制度の適正な運用等を図るため、各機関の担当者に対

する説明会を開催するとともに、運用状況の調査、日常の制度照会等を通じて実務の指導

を行っています。 
 

(1) 勤務時間・休暇制度等説明会  

勤務時間・休暇制度の適正な運用等を図るため、各機関の担当者を対象に説明会を開

催していますが、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、

制度説明教材等のオンライン配信により開催しました。 

 

(2) 勤務時間・休暇制度等運用状況調査  

職員の勤務の実態を把握し、勤務時間・休暇制度等の適正な運用を図るとともに、こ

れら制度に係る施策の検討に資するため、令和３年度は、四国管内の４機関に対して、

制度の運用等についての調査を実施しました。 

調査の結果、勤務時間の割振り、宿日直勤務において一部不適正な取扱いが認められ

たため、是正の指導等を行いました。 
 

(3) 民間企業の勤務条件制度等調査  

人事院では、国家公務員の勤務条件等を検討するための基礎資料を得ることを目的と

して、毎年、「民間企業の勤務条件制度等調査」を実施しています。令和３年は、民間

企業における退職給付（退職一時金及び企業年金）についても調査を実施しました。 

調査は、全国の企業規模５０人以上の民間企業のうち、無作為に抽出した約７，６０

０社を対象とし、１０月１日から１２月２８日までの期間で、調査票を郵送して行う郵

送調査（約７，４００社）又は職員の訪問等により行う職員調査（約２００社）により

実施しましたが、いずれの調査についても、オンライン調査システムを利用した回答も

可能としました。 



 - 16 -

７ 健康安全・福祉  
 

人事院は、職員の福祉の保持増進・能率の発揮等の観点から、職員の健康安全管理、こ

ころの健康づくり、職場の安全確保、仕事と育児等の両立支援、ハラスメントの防止等に

ついて様々な施策を推進しています。 

当事務局では、これらの制度、施策の理解を深め、適正な運用等を図るため、各機関の

安全管理者や健康管理者等を対象にした会議や研修会等を開催するとともに、監査、日常

の制度照会等を通じて指導や助言を行っています。 
 

(1) 安全対策会議  

安全意識の高揚及び安全活動の定着を図り、災害防止に資することを目的として、各

機関の安全管理者等を対象に会議を開催していますが、令和３年度は新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大の影響を考慮し、講演動画及び資料のオンライン配信により開催し

ました。 

 

(2) 健康安全管理担当者研修  

安全意識の高揚、安全管理活動の定着、健康安全管理に関する基礎的知識の付与及び

関係法令の周知徹底を図り、職員の健康保持及び職場の災害防止に資することを目的と

して、各機関の健康管理者及び安全管理者等を対象に研修を開催していますが、令和３

年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、制度説明教材等のオンラ

イン配信により開催しました。 

 

(3) 心の健康づくりの研修（健康管理者等）  

人事院が発出している｢職員の心の健康づくりのための指針｣の内容、職員の心の健康

にかかる現状、指針に基づく施策等について十分な理解を図り、各機関における心の健

康づくり施策の促進に資することを目的として、各機関の健康管理者等を対象に研修を

開催していますが、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、

講演動画及び資料のオンライン配信により開催しました。 

 

(4) こころの健康相談室  

心の健康に不調をきたす職員やその家族、職場の管理者等からの相談に応ずるため、

令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底した上で、専門医による

「こころの健康相談室」を毎月２回高松市において開設し、１９件の相談がありまし

た。 

 

(5) こころの健康にかかる職場復帰相談室  

心の健康の問題による長期病休者の職場復帰、再発予防等に関し、専門的立場から助

言、指導を得ることができるよう、令和３年度は、専門医による「こころの健康にかか

る職場復帰相談室」を毎月２回高松市において開設し、２５件の相談がありました。 
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(6) 仕事と育児・介護の両立支援制度説明会  

仕事と育児・介護の両立を支援する各制度の適正な運用等を図るため、各機関の担当

者を対象として説明会を開催していますが、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の影響を考慮し、制度説明教材等のオンライン配信により開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ハラスメント相談員セミナー  

ハラスメントの相談に適切に対応するための基礎知識の付与及び技能の向上を図るこ

とを目的として、各機関のセクシュアル・ハラスメント相談員等を対象にセミナーを開

催しました。 

 

開 催 日 会  場 参 加 者 

１１月２６日 高松サンポート合同庁舎 ３４機関 ３４人 

 

(8) ハラスメント防止対策担当者会議  

ハラスメントの防止、被害者救済等に関する認識を深め、ハラスメント防止の施策の

充実を図ることを目的として、各機関のセクシュアル･ハラスメント防止対策担当者等

を対象に会議を開催しました。 

 

開 催 日 会  場 参 加 者 

１１月２６日 高松サンポート合同庁舎 ３３機関 ３３人 

 
(9) 健康安全管理状況監査  

職員の保健及び安全保持が法律、規則等に適合して行われることを確保することを目

的として、令和３年度は、有害業務、危険設備の多い機関を中心に、四国管内の５機関

に対して健康安全管理状況についての監査を実施しました。 
監査の結果、健康安全管理体制、勤務環境の整備、健康診断の実施等において一部不

適正な取扱いが認められたため、是正の指示その他必要な指導を行いました。 

 意見の申出  

令和３年８月、男性職員による育児の促進等のため、育児休業を原則２回まで（現行：原則１

回まで）取得可能とし、これとは別に、子の出生後８週間以内に育児休業を２回まで（現行：１

回まで）取得可能とすること等を内容として、育児休業法を改正するよう、国会及び内閣に対し

て意見の申出を行いました。 
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８ 災害補償  
 

職員が公務上の災害（公務災害）又は通勤による災害（通勤災害）を受けた場合には、

国家公務員災害補償制度により、その災害によって生じた損害の補填（補償）並びに職員

の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業（福祉事業）が行われま

す。 

当事務局では、迅速かつ公正な災害補償の実施を図るため、監査、日常の制度照会等を

通じて指導や助言を行っています。 
 

(1) 災害補償制度説明会 
災害補償制度の適正な運用等を図るため、各機関の担当者を対象に説明会を開催して

いますが、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、オンラ

インにより開催しました。 
 

(2) 災害補償実施状況監査 
各実施機関における迅速かつ公正な補償の実施と適正な福祉事業の実施の確保を図る

ことを目的として、令和３年度は、四国管内の１機関に対して災害補償の実施状況につ

いて監査を実施しました。 
監査の結果、休業補償及び休業援護金等において一部不適正な取扱いが認められたた

め、是正の指示その他必要な指導を行いました。 
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９ 職員団体  
 

一般職の国家公務員のうち警察職員等を除く職員には、国家公務員法により職員団体

を結成することが認められています。 

当事務局では、職員団体の登録事務や職員団体制度説明会を行うとともに、職員団体

との会見を行っています。 

 

(1) 職員団体の登録  

職員団体の登録制度は、職員団体が国家公務員法に定める要件を満たしている民主的

かつ自主的団体であることを人事院が公証するもので、これによって交渉等における当

局と職員団体との関係の円滑化を図り、安定した労使関係が確立されることを期待して

いるものです。 

四国管内の令和４年３月３１日現在の登録状況は、次表のとおりです。 

なお、登録された職員団体は、法人となる旨を人事院に申し出ることによって法人と

なることができます。四国管内の登録のうち、法人である登録職員団体は５団体です。 

 

 

 

 (2) 職員団体制度説明会 

職員団体制度の適正な運用等を図るため、各機関の担当者を対象として説明会を開催

していますが、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、制

度説明資料等を送付しての書面開催としました。 

 
 
 

項目

省名 連合体 単一体 下部組織 計

法務省 2 2

財務省 1 1 30 32

厚生労働省 1 4 5

農林水産省 13 13

国土交通省 24 24

その他 1 1

計 2 1 74 77

登録職員団体数
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(3) 職員団体との会見  

職員団体から勤務条件等に関する意見、要望などを聴く会見を、新型コロナウイルス

感染症の感染防止対策を徹底した上で、一部オンラインにより１０回行いました。 

会見の主な内容は、人事院勧告、処遇、昇格、級別定数の改善でした。 

 

 

会見年月日 団体（略称） 主な議題

令和３年５月２８日 四国国税労働組合 処遇改善要求

　　　　７月６日
国公関連労働組合連合会中国四国地区協議会
非現業全国林野関連労働組合四国地方本部

　　　７月２７日 日本国家公務員労働組合連合会四国ブロック国公

　　１０月１１日 四国国税労働組合

　　１０月２５日 国公関連労働組合連合会中国四国地区協議会

　　１０月２６日 全法務省労働組合四国地方本部

　　１０月２６日 日本国家公務員労働組合連合会四国ブロック国公

　　　１２月６日 非現業全国林野関連労働組合四国地方本部

令和４年３月３日
国公関連労働組合連合会中国四国地区協議会
非現業全国林野関連労働組合四国地方本部

　　　　３月４日 日本国家公務員労働組合連合会四国ブロック国公

春闘統一要求

級別定数の改定要求
処遇改善要求

人事院勧告期要求
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１０ 公平審査 
 

公平審査は、職員の利益を保護すること等によって、公務の公正・能率的な運営を確保

することを目的とした制度であり、職員が懲戒処分等を受けたことに不服がある場合、勤

務条件に関して適当な行政上の措置を求める場合、公務災害の認定や給与の決定等に不服

がある場合等に、それぞれ所定の手続に従って審査が行われることになっています。 

当事務局では、これらの申立てや要求についての受付事務等のほか、勤務条件や勤務環

境等に関する相談、一般的な苦情等について、内容に応じて必要な助言、あっせん等を行

っています。 

 

(1) 不利益処分についての審査請求  

不利益処分についての審査制度は、懲戒処分又はその意に反して降給、降任、休職、

免職その他著しく不利益な処分を受けた職員から審査請求があった場合に、人事院が、

事案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、公平委員会の調査の結果に基づいて、

処分の承認、修正又は取消しの判定を行うものです。 
令和３年度における四国管内に係る事案は、前年度からの繰り越しが１件で、承認の

決定を行いました。 
 

(2) 勤務条件に関する行政措置の要求  

行政措置要求の制度は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を行うよう要

求があった場合に、人事院が必要な調査等をした上で判定を行い、あるいはあっせん又

はこれに準ずる方法で事案の解決に当たるものです。 

令和３年度において四国管内に係る事案はありませんでした。 
 

(3) 災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の  

 申立て  

災害補償の審査申立制度は、公務上の災害又は通勤による災害の認定、治癒の認定、

障害等級の決定その他補償の実施について不服のある者等から、また、福祉事業の措置

申立制度は、福祉事業の運営に関して不服のある者から、それぞれ審査の申立て又は措

置の申立てがあった場合に、人事院が、事案を災害補償審査委員会の審理に付した上で、

申立ての容認又は棄却の判定を行うものです。 

令和３年度における四国管内に係る事案は、新規受付が２件と前年度からの繰り越し

が２件の計４件で、その処理状況は、申立てを容認したものが１件、申立てを棄却した

ものが１件、判定を翌年度に繰り越したものが２件でした。 
 

(4) 給与の決定に関する審査の申立て  

給与の決定に関する審査制度は、給与の決定について苦情のある職員から審査の申立

てがあった場合、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそれに対する判断を示

すものです。 

令和３年度において四国管内に係る事案はありませんでした。 
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(5) 苦情の申出、相談  

職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情や悩みの相談が人事院にあった場

合、制度の説明や助言を行うほか、必要に応じて所属機関に相談内容を伝達し調査等の

対応を求め、関係当事者に対しあっせん等を行うなどして、適切な解決を図っています。 

令和３年度に当事務局へ寄せられた苦情の相談件数は１４件で、相談内容は、パワー・

ハラスメント、その他嫌がらせ、公務災害認定手続、勤務環境の改善等でした。 

 

(6) 苦情相談に関する管区機関等連絡会議  

職員からの苦情相談に関する情報の提供及び意見交換を行い、苦情相談体制の充実を

図ることを目的として、令和３年度は、各機関の苦情相談担当課長を対象に連絡会議を

開催しました。 
 

開 催 日 会  場 参 加 者 

１１月２６日 高松サンポート合同庁舎 ３３機関 ３３人 

 
 
(7) 苦情相談担当官研修  

職場における苦情相談に適切に対処するための基礎知識及び技能の向上を目的として、

令和３年度は、各機関の苦情相談担当官及び今後相談業務を担当することが予想される

職員を対象に研修会を開催しました。 
 

開 催 日 会  場 参 加 者 

１１月２６日 高松サンポート合同庁舎 ３４機関 ３４人 
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１１ 女性の採用・登用の拡大 
 

人事院としては、公務における女性の活躍推進を人事行政における重要な課題の一つと

認識しており、各府省と連携して、積極的に女性職員の採用・登用の拡大を進めています。 

当事務局では、女性職員を対象とした研修や女性職員の登用推進に関するセミナーを実

施しています。 

                                                                                       

(1) 女性職員研修 

採用後７～１５年の女性職員（係長又は上級係員クラス）を対象に、研修員相互の啓

発により、業務遂行能力の伸長を図るとともに、人的ネットワークの形成を促進する研

修を、徳島市において開催しました。（P8 参照） 
 

(2) 女性職員登用推進セミナー 

管区機関等の課長級職員等を対象に、職場単位で女性職員の登用を阻害する要因を見

直し、女性登用のための環境を整備するため、各職場の人事管理・職員の育成の責任を

有する管理監督者の意識啓発を図るセミナーを、高松市において開催しました。（P8 参

照） 

 

 

 

○女性職員登用推進セミナー        ○女性職員研修 
【女性職員の登用拡大に向けての課題と改善策】    【キャリアデザイン】               
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１２ 人事院総裁賞及び各方面との意見交換等 
 

(1) 人事院総裁賞   

人事院では、多年にわたる不断の努力や国民生活の向上への顕著な功績等により、公務の

信頼を高めることに寄与したと認められる職員（一般職の国家公務員）又は職域に「人事院

総裁賞」を授与しています。 

令和３年度（第３４回）は四国管内の受賞者はありませんでした。 

 

(参考)令和３年度の受賞者 

【個人部門：２名】 

○法 務 省 東日本成人矯正医療センター長 奥村 雄介 氏 

○海上保安庁 第五管区海上保安本部総務部職員相談室長 大待 雄治郎 氏 

【職域部門：５グループ】 

○法 務 省  愛光女子学園 教育・支援部門 

○厚生労働省  検疫所（成田空港、関西空港、東京、横浜） 

○農林水産省  大臣官房 新型コロナ現地支援チーム 

○気 象 庁  高層気象台 

○海上保安庁  海上保安学校 

 

(2) 企業経営者等との意見交換  

今後の人事行政施策の検討の参考に資するとともに、公務及び公務員制度について理解を

深めてもらうことを目的として、事務局長が企業経営者、報道機関の論説委員等を個別に訪

問し、意見交換を行いました。 
 

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

訪問日 訪問先 訪問日 訪問先 訪問日 訪問先 訪問日 訪問先 

 

４月１２日 

 

企業 

２社 
４月１３日 

企業 

２社 
４月１９日 

企業 

１社 
４月１５日 

報道機関１社 

企業  １社 

 

(3) 公務員問題懇話会  

令和３年６月２９日、徳島市において、徳島県内の経済界、言論界、学界、労働界など、

様々な分野の有識者５名の方から、公務及び公務員に関する率直な御意見を伺うことを目的

として、「公務員問題懇話会」を開催しました。 

働き方改革と環境の整備、人材の確保・育成、適正な公務員の給与の確保、公務職場の魅

力と課題など、幅広いテーマについて、有識者の方々と立花人事官及び事務総局の幹部職員

が意見交換を行いました。 
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１３ その他 
 

 

(1) 人事担当課長会議  

例年、四国管内の各機関の人事担当課長に対して、当事務局の業務計画等を説明するとと

もに、人事行政全般について意見交換等を行うことを目的として開催していますが、令和３

年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、関係資料を送付しての書面開

催としました。 

 

(2) 各機関等からの陳情  

管内の７機関等から給与、休暇制度等の勤務条件の改善についての意見、要望等を聴取す

るとともに、意見交換を行いました。 



 別表１　２０２１年度国家公務員採用試験の実施状況

試験
程度

第１次試験地
（管内）

受験者数
　　　（人）

14 (7) 8 4 (2) 4 (2)

1,511 (464) 1,171 995 (305) 614 (191)

- - - -

17 (3) 11 10 (1) 8 (1)

454 (205) 359 48 (12) 11 (5)

12,799 (5,308) 10,504 2,418 (738) 1,220 (370)

- - - -

3,084 (1,246) 1,973 329 (71) 214 (54)

1,204 (524) 956 530 (212) 350 (148)

27,317 (11,029) 20,718 11,056 (3,999) 7,553 (2,910)

- - - -

989 (272) 548 200 (72) 56 (18)

40 (22) 29 19 (8) 15 (8)

2,131 (800) 1,472 1,016 (320) 532 (195)

100 (47) 60 31 (9) 22 (8)

2,503 (993) 1,449 966 (339) 597 (231)

523 (239) 353 257 (115) 160 (69)

13,163 (5,370) 9,733 7,415 (2,987) 4,193 (1,837)

- - - -

377 (225) 245 148 (88) 91 (54)

250 (97) 137 116 (32) 42 (14)

2,893 (1,088) 1,628 1,418 (483) 496 (190)

12 (7) 8 1 (1) 1 (1)

839 (386) 489 87 (30) 42 (18)

- - - -

698 (100) 349 123 (22) 64 (11)

2,597 (1,148) 1,910 1,006 (391) 605 (255)

68,321 (27,284) 50,290 26,181 (9,455) 15,680 (6,080)

308 (123) 271 99 (31) 80 (27)

12,970 (4,399) 11,545 4,179 (1,377) 3,118 (1,116)

2 (0) 0 0 -

273 (38) 132 57 (6) 32 (5)

- - - -

388 (125) 211 138 (50) 23 (5)

209 (40) 147 126 (29) 63 (17)

4,532 (1,065) 2,620 1,947 (497) 1,019 (276)

33 (9) 15 2 (1) 2 (1)

2,164 (596) 1,081 126 (28) 65 (19)

393 (120) 358 123 (39) 70 (25)

7,239 (2,232) 6,283 3,210 (1,045) 1,809 (728)

17 (7) 16 9 (4) 5 (1)

360 (144) 280 207 (75) 126 (50)

12 (2) 9 2 (0) 2            

277 (84) 208 48 (10) 34 (5)

17 (3) 12 6 (2) 5 (2)

368 (93) 265 152 (45) 90 (26)

114 (22) 83 38 (9) 22 (4)

3,766 (619) 2,416 1,100 (157) 643 (105)

146 (41) 103 41 (10) 15 (5)

6,602 (1,548) 5,871 2,859 (737) 1,192 (321)

1,251 (367) 1,014 446 (125) 264 (82)

38,939 (10,943) 30,912 14,023 (4,027) 8,151 (2,656)

- - - -

1,982 (465) 1,095 400 (94) 198 (40)

3,848 (1,515) 2,924 1,452 (516) 869 (337)
109,242 (38,692) 82,297 40,604 (13,576) 24,029 (8,776)

（注）①　「採用試験の種類」の欄○印は、実施事務の全部又は一部を他機関に委託して行ったことを示す。
　　　②　　　　　　　〃　　　　　　　 ※印は、特定の試験の区分について実施事務の一部を他機関に委託して行ったことを示す。

　　　⑤　(　 )内は、女性を内数で示す。

○ 経験者採用試験 （設定無し）

○ 税務職員

高

校

卒

業

程

度
○ 海上保安大学校学生

高松市
松山市
高知市

高松市

徳島市・高松市
松山市・高知市

○ 気象大学校学生

（設定無し）

入国警備官

○ 皇宮護衛官（高卒程度試験）

○ 航空保安大学校学生

計

専

門

職

試

験

総
合
職
試
験

採　用　試　験　の　種　類

○ 海上保安学校学生（特別）

○

○ 海上保安学校学生

○

○ 食品衛生監視員

国税専門官

計

（設定無し）

高卒者試験

○

○

航空管制官

高松市・松山市

松山市

○ 刑務官

※

徳島市・高松市
東温市・高知市

徳島市・高松市
松山市・高知市

高松市※ 社会人試験（係員級）

労働基準監督官

○ 海上保安官 （設定無し）

申込者数
　　　　　　　　　　(人）

○ 皇宮護衛官（大卒程度試験）

高松市・松山市

○

院卒者試験（法務区分）

（設定無し）

（設定無し）

大卒程度試験

財務専門官

○

法務省専門職員（人間科学）

（設定無し）

高松市
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　　　③　申込者数、受験者数、第１次試験合格者数及び最終合格者数の各欄の上段は管内、下段は全国を示す。
　　　④　一般職試験(大卒程度、高卒者、社会人(係員級)）、税務職員及び刑務官の管内数は、地域別の区分においては四国地域の数を示す。

第１次試験合格者数
　　　　　　　　　　（人）

合計

院

卒

者

・

大

学

卒

業

程

度

一般職
試験

高松市

一般職
試験

専

門

職

試

験

大卒程度試験（教養区分）

※ 大卒程度試験

最終合格者数
　　　　　　　　　　（人）

高松市・松山市

高松市・松山市

高松市・松山市

院卒者試験



　総合職試験（院卒者試験） (単位：人）

　　 試験の区分

 　  項　目

申込者数 2    (1) 2    (1) 1 (1) 2    (1) 3    (3) 0 (0) 0 (0) 14    (7)

受験者数 (0) 0 (0) 1    (0) 1 (1) 1    (1) 3    (3) -    -    8      (5)

第１次試験
合格者数

-    0 0 (0) 0 (0) 2 (2) -    -    4      (2)

最終合格者数 2 -    -    -    -    2 (2) -    -    4      (2)

（注）（　）内は、女性の内数を示す。

　総合職試験（大卒程度試験） （単位：人）

　　 試験の区分

 　  項　目

申込者数 27    (11) 311 (152) 27   (10) 8    (5) 31   (6) 3    (0) 11   (6) 21   (11) 6    (3) 9    (1) 454  (205)

受験者数 24    (9) 236 (114) 24   (9) 5    (3) 28   (5) 2    8    (4) 18   (9) 5    (3) 9    (1) 359  (157)

第１次試験
合格者数

5 (2) 18 (3) 5 (2) 1 (0) 7 (0) 0 0 (0) 5 (1) 5 (3) 2 (1) 48    (12)

最終合格者数 1 (1) 3 (2) 3 (1) 0 2 -    -    0 (0) 2 (1) 0 (0) 11    (5)

（注）（　）内は、女性の内数を示す。

　一般職試験（大卒程度試験） （単位：人）

　　 試験の区分

 　  項　目

申込者数 1,027 (470) 16   (1) 8     (0) 58   (12) 6 (1) 7    (1) 13   (7) 45 (24) 9    (5) 15   (3) 1,204 (524)

受験者数 816 (368) 10   (1) 5     45   (11) 4 (1) 6    (1) 11   (6) 36 (20) 9    (5) 14   (3) 956 (416)

第１次試験
合格者数

411  (172) 9 (0) 5 37   (8) 4 (1) 3 (0) 9 (5) 31 (19) 8 (4) 13 (3) 530 (212)

最終合格者数 275  (127) 6 5 24   (7) 2    (1) 3    9 (5) 15 (7) 2    (0) 9    (1) 350 (148)

（注）①「行政」以外の区分は全国試験として実施した。

　　　②（　）内は、女性の内数を示す。

　一般職試験（高卒者試験） （単位：人） 　一般職試験（社会人試験（係員級）） （単位：人）

申込者数 242  (115) 43   (7) 13   (1) 10   (0) 308 (123) 2 (0) 2 (0)

受験者数 211  (103) 37   (5) 13   (1) 10   271 (109) 0 0

第１次試験
合格者数

48    (26) 35 (4) 13 (1) 3 99   (31) -    -    

最終合格者数 37    (22) 30 (4) 10   (1) 3    80   (27) -    -    

（注）①農業区分は休止した。 （注）①事務、技術、農業及び林業区分は休止した。

　　　②農業土木及び林業区分は全国試験として実施した。 　　　②農業土木区分は全国試験として実施した。

　　　③（　）内は、女性の内数を示す。 　　　③（　）内は、女性の内数を示す。

(単位：人） 別表３　２０２１年度国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）の実施状況

(注)　申込者数、受験者数、第１次選考通過者数及び合格者数の各欄の上段は四国区分、下段は全国を示す。

中途採用者選考試験（就職氷河期世代）

第１次選考試験地
（管内）

高松市

申込者数

126

5,302

受験者数

77

3,205

第１次選考通過者数

28

1,115

選　考　試　験　の　種　類
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人間科学

森林
・

自然環境
計行政

4                      

森林
・

自然環境

農業科学
・

水産

政治
・

国際

数理科学
・

物理
・

地球科学

化学
・

生物
・

薬学

農業科学
・

水産

農業農村
工学

計

工学

機械 土木 農学建築 物理 化学

農業農村
工学

計

　　 試験の区分

 　  項　目

事務
(四国地域)

技術
(四国地域)

計

行政
(四国地域)

電気・
電子・
情報

農業土木 林業

 別表２　２０２１年度国家公務員採用総合職試験・一般職試験における試験の区分別実施結果（管内）

化学
・

生物
・

薬学

人間科学 工学

数理科学
・

物理
・

地球科学

(0)

農業土木

申込者数

経済

(0)

法律

農業農村
工学

203

2                      

受験者数

合格者数

3

2 (0)

計

　　 試験の区分

項　目

第１次試験
合格者数

最終合格者数

林学



別表４　管内の採用候補者名簿からの採用状況（令和４年３月３１日現在）

程度

（注）　（　）内は、女性を内数で示す。（刑務官のAは男子、Bは女子の試験区分である。）

別表５　管内の一般職国家公務員（給与法職員、任期付職員）の府省別在職者数
令和３年１月１５日現在（令和２年度任用状況調査） (単位：人)

府

省

人

事

院

公

正

取

引

委

員

会

国

家

公

安

委

員

会

総

務

省

法

務

省

出

入

国

在

留

管

理

庁

公

安

調

査

庁

財

務

省

国

税

庁

厚

生

労

働

省

農

林

水

産

省

林

野

庁

経

済

産

業

省

特

許

庁

国

土

交

通

省

気

象

庁

海

上

保

安

庁

環

境

省

合

計

14 13 284 130 1,986 71 44 294 1,539 1,165 293 302 140 1 1,645 146 563 18 8,648

(4) (0) (30) (22) (371) (18) (6) (58) (372) (364) (44) (38) (34) (0) (208) (9) (24) (6) (1,608)

（注）　（　）内は、女性を内数で示す。

別表６　管内の一般職国家公務員（給与法職員、任期付職員）の俸給表別在職者数
令和３年１月１５日現在（令和２年度任用状況調査） (単位：人)

俸

給

表

行
政
職
　

(

一

)

行
政
職
　

(

二

)

専
門
行
政
職

税
務
職

公
安
職
　

(

一

)

公
安
職
　

(

二

)

海
事
職
　

(

一

)

海
事
職
　

(

二

)

教
育
職
　

(

一

)

教
育
職
　

(

二

)

研
究
職

医
療
職
　

(

一

)

医
療
職
　

(

二

)

医
療
職
　

(

三

)

福
祉
職

専
門
ス
タ

ッ
フ
職

指
定
職

任
期
付
研
究
員

任
期
付
職
員

合

計

4,595 106 129 1,508 986 1,152 0 23 0 0 0 29 24 83 2 0 6 0 5 8,648

(881) (32) (21) (363) (71) (164) (0) (0) (0) (0) (0) (7) (8) (58) (2) (0) (0) (0) (1) (1,608)

（注）　（　）内は、女性を内数で示す。
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14計

名簿
記載数

採用・
内定者数

辞退・
無応答者数

採用
候補者数

計

35 22

高
卒
程
度
試
験

5

7 4

（22） （9）

4 2

8

8 2

（13）

2

63 29

13 2

2 2２０２１年度　　刑務官　刑務Ｂ（武道）　四国地域

２０２１年度　　刑務官　刑務Ａ（武道）　四国地域

２０２１年度　　刑務官　刑務Ｂ　四国地域

２０２１年度　　刑務官　刑務Ｂ(社会人)　四国地域 2 0 1 1

20

（0）

0

0

（13） （0）

99 10

（3）

70 34

（26） （13）

33

（4） （4）

67

30 16

34

（0）

1

（0）

項目　

　　　採用候補者名簿

２０２１年度　　一般職（高卒者）　事務四国地域

２０２０年度　　一般職（大卒程度）　行政四国地域

２０１９年度　　一般職（大卒程度）　行政四国地域
231 87

（119） （44）

（120） （63） （51）

248 133

大
卒
程
度
試
験 ２０２１年度　　一般職（大卒程度）　行政四国地域

275

（127）

101

（43）

37 17 20

（25）

２０２１年度　　刑務官　刑務Ａ　四国地域

２０２１年度　　一般職（高卒者）　技術四国地域

２０２１年度　　税務職員　四国地域
（11）

２０２１年度　　刑務官　刑務Ａ(社会人)　四国地域 3 1 0

(単位：人)

143

（75）

延期者数

0

（0）

6

（3）

151 20 3

（75） （8） （1）

0 0

（13）

0

（0）

31 5

14

（1）



人 事 院 四 国 事 務 局

所在地 〒760-0019

高松市サンポート３－３３

高松サンポート合同庁舎南館２階

電 話 総務課（０８７)８８０－７４４０

第一課（０８７)８８０－７４４１

第二課（０８７)８８０－７４４２

ＦＡＸ （０８７)８８０－７４４３

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.jinji.go.jp/shikoku/
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